
第３回市民活動団体部会 

開催日時 令和８年２月１１日（水）10：００～1０：４０ 

開催場所 大和高田市市民交流センター ２階 交流スペース 

次第 １．開会 

２．代表挨拶 

３．市民協働推進会議（１０/２）の報告 

４．市民交流センターの利用について変更の確認 

５．2025 活動団体まちごと X’mas フェスの報告  

６．団体からの意見・要望について 

７．市民活動団体部会次期代表について 

８．市民交流センターからのお知らせ 

９．閉会 

参加団体 ２４団体 

まち振興課（市民交流センター）職員：芳村課長 増田課長補佐 石井主事 前田 

 

１．開会 

正会員の参加団体 12 団体、委任状 4 団体で会議は成立した。 

 

２．代表挨拶 

 

３．市民協働推進会議（6/10）の報告 

  〇「貸館の夜間の利用区分の変更等について」 

   夜間利用の継続が承認された。 

  〇「貸館利用料の改定について」 

   料金区分を市内・市外・営利の３区分に分ける。 

   備品利用料金が発生する。 

   いずれも承認された。 

  〇「市の定義する市民活動とその支援について」 

   事務局案に対して、「市民活動については６ヶ月前から予約できるが、市民活動団体の予約

時期が４ヶ月では短い、市民活動の予約を 8 ヶ月前、市民活動団体の活動は６ヶ月前を希

望する。」と市民活動部会の意見を出したが、協議の末、事務局案が賛成多数で採決され

た。 

  〇今後の市民活動の紹介と 2 階の喫茶コーナー跡地についてサウンディング調査をしてい

る。（進展があったようなので事務局より説明） 

  ○来年度以降も市民協働推進会議の開催を続ける。 

 

   以上が令和７年 10 月に開催された市民協働推進会議の報告です。 

   

  喫茶コーナー跡地の利用について（事務局より） 

  ○喫茶コーナー跡地を利用したいという事業者等を募集し、決定した。 

   3 月末からプレオープン、４月から稼働の予定をしている。 



   当初は水・木・金の３日間、イベントのある場合は土日も営業する予定。是非、利用して

いただきたい。 

 

４．市民交流センターの利用について変更の確認 

  令和 8 年 7 月より変更になる 

別紙資料の説明 

○多目的室・会議室の利用について 

   ・料金体系が変更になる。 

    利用区分は市内・市外・営利になる。 

   ・申請用紙の様式が変更になる。 

    市民活動団体であっても備品使用料を徴収する。 

   ・申請のタイミングに変更点がある。 

   ・１ヶ月に申請できる回数は変更なし。 

   ○交流スペースの利用について 

   ・交流スペースも備品使用料を徴収する。 

・交流スペースの台帳記入のタイミングに変更がある。 

・１ヶ月に台帳に記入できる回数は変更なし。 

    

５． 2025 活動団体まちごと Xmas フェスの報告 

   昨年 12 月 6 日（土）に開催した。 

   子育てルーム CheerS、一般社団法人 SPACE、スマホサークル、大和高田市文化協会社交

ダンス部、アロハサークル、3B 体操、ボーイスカウト大和高田第 5 団、ARI Circle、福

ちゃん体操教室の 9 団体が参加した。来場者も参加できる内容が多く、スタンプラリーや

飲食ブースでの販売もあり、今回もたのしいイベントになった。団体同士の交流の場があま

りないので、交流を深めるためにも、次回あれば、是非、皆さん参加してほしい 

    

６． 団体からの意見・要望について 

   団体からの意見・要望はなかった。 

 

７． 市民活動団体部会次期代表について  

   ○立候補、推薦はなかったが、代表より「福ちゃん体操教室」の福地さんと「ボーイスカウ 

ト大和高田第 5 団」の泉谷さんを推薦した。 

    福地さんは欠席であったが、前もってお話をし、代表になることを了解していただいた。 

    泉谷さんも「代表を引き受けますが、皆さんのご協力はいただきたい」ということで了解 

していただいた。 

    交流センターをよく使っている正会員の中からあと１団体決めたほうが良いということで 

「大和高田ギタークラブ」の植松さんが引き受けてくださった。 

   ○令和 8 年度からの代表は 

    「福ちゃん体操教室」の福地さん 

    「ボーイスカウト大和高田第 5 団」泉谷さん 

    「大和高田ギタークラブ」植松さん 

    以上３名に決定した。 



    ・事務局より 

     会則にあるように、正会員が決定権を持っていて、準会員は決定権がない。 

     代表２人が準会員であるということは代表でありながら決定権がないということにな

る。会則の見直しも含めて今後どうしていくか考えていただきたい。 

       

８．交流センターからのお知らせ 

  ○7 月利用分から申請用紙の様式が変更される。 

  ○交流センターからの連絡用オープンチャットに入ってください。 

  ○多目的室の利用について、利用後、出られる時に表の扉を閉めておいていただきたい。 

   （室内に入ってのいたずらなどを防ぐため） 

   もし、いたずらや何か気づかれたら事務所までお知らせいただきたい。 

  ○今年度は団体数も増え、市民活動も 150 件を超えるまでになった。また、交流センターの

雰囲気が良くなったという声もきかれる。これもひとえに皆様のおかげです。引き続きよろ

しくお願いいたします。 

   代表のお二方２年間ありがとうございました。 

 

９．閉会 

  なんとか２年間務めさせていただいたのもみなさんのおかげです。ありがとうございました。

次の代表の泉谷さん、植松さん、福地さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

             

以上 


